
1

欧州の既存住宅の
省エネ評価・表示制度と
日本の制度検討に向けた
話題提供

2024／02／05
株式会社リクルート
SUUMO編集長 池本洋一

資料５－５



欧州（EU＋英国）の既存住宅の省エネ表示制度の概要
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①将来的な数値目標を持ち、施策の具体化を検討している。EPBD（Energy Performance of Buildings Directive）の2024年の改
正には、１次エネルギーを2030年までに16％削減、35年までに20〜22％削減。うち55％を性能の悪い建物
の改修で削減すると明記。省エネ改修を支援・アドバイスするワンストップショップを地域毎に設立することも
求めている

➁エネルギー性能評価書（EPC）は、すべての国で広告表示、契約書添付、取引時の提示を義務化。
EPCの取得主体者／コスト負担者は、物件の売主・貸主である。未実施の場合は罰金もある。

③「広告表示」は「A〜Gのランクのみ」が主流、フランスはサイズやカラー表示も規定化。国やサイトによって
はEPCランクで検索も可能。EPC本体は「エネルギー性能」に加え「省エネ改修提案と効果」を記載。イギリ
ス・フランスは推計光熱費も記載

④エネルギー性能の計算は、原則「設計図書」＋「現地目視」にてエネルギー診断士が行っている

⑤エネルギー診断士資格は、建築／工学系の学位・国家資格が原則必要（イギリスは不要）加えて講習・試験。

⑥改修促進のインセンティブ策として、イギリス・フランスは補助金はないが、金利優遇、税額控除がある。
ドイツは工事費の20％程度の補助金、イタリアは工事費の65％の減税措置がある（いずれも国の予算範囲内）

⑦省エネ性能低い物件の取引制限は、イギリス・フランスでは性能の悪すぎる物件は賃貸禁止。家賃上げを禁止。
国による温度差、実施差があり、EU全体での方針はまとまっていない



欧州のEPC（エネルギー性能評価書）の発行・掲載・添付の仕組み
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EPC（エネルギー性能証明書）イギリスの例（４p中の頭２p）※DeepLにて翻訳
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①3年間の推定光熱費
➁改修実施後の節約額

③エネルギー
ランク
④改修実施後
のランク

⑤推奨の改修内容
⑥改修費用と
光熱費節約額

⑦部位ごとの
状況（想定も
ある）と
エネルギー
効率のランク

⑧工事費を
節約光熱費で
賄う制度の紹介



エネルギーの計算方法、表示方法、表示内容
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■算出方法

フランス：設計仕様からの算出ルートのみ。図面と現地調査によって算出。
従来は「実光熱費」での算出も認めていたが、2021年の法改正で廃止・無効とされた。

ドイツ： 設計仕様からの算出ルートが基本だが、1977年以降の建物は実光熱費からの算出も可
外壁、床、窓、ドア、給湯設備、暖房設備、太陽光設備、気密性、熱橋等を図面確認と現地検査にて

イギリス：設計仕様からの算出ルートのみ。図面と現地調査によって算出。
例えば断熱材は設計図書があれば参照、なければ建築年・構造でグラスウールの有無を推計。

イタリア：設計仕様からの算出ルートのみ。図面と現地調査によって算出。

■Eランク数と表示内容

フランス：A〜Gの7ランク表示
ドイツ ：A+〜Hの9ランク表示
イギリス：A〜Gの7ランク表示
イタリア：A4〜1,B〜Gの10ランク表示

フランス：消費エネルギー・CO2排出量・創エネ利用・光熱費
ドイツ：消費エネルギー・CO2排出量・創エネ利用
イギリス：消費エネルギー・CO2排出量・創エネ利用・光熱費
イタリア：消費エネルギー・CO2排出量・創エネ利用
★4か国ともに「改修アドバイス」がある



エネルギー診断士の要件
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フランス： 公表資料＋現地ヒアリング

• 専門的な教育2年間、あるいは建築技術に関する3年以上の実務経験、あるいは同等の知識を証明するもの
• フランス認定委員会認定の認証機関から授与。
• 認証に二つのレベル：記載なし認証（検査できる建物の種類が制限）、メンション付き認証（全ての建物）
• 現場研修＋試験。5年毎に3日間の研修

ドイツ： 公表資料

• 専門的な学位は必要「建築、インテリアデザイン、構造工学、土木、建物設備、物理学、機械工学、電子工学」
• 専門的な学位に加えて、現場研修＋試験。2年毎に更新

イギリス： 公表資料＋現地ヒアリング

• 専門的な学位や国家資格は不要。
• 2つの団体がエネルギー診断士の資格を与える権利があり、教育機関が団体と提携してコースを提供
• 住宅で約1週間、商業建築等で2週間の講座受講＋試験。資格取得後も。
• エネルギー診断士として合格後、認定制度の団体に加入、スーパーバイザーのもとで実地指導を受け

エネルギー診断士としてのライセンスを取得。

イタリア： 公表資料＋現地ヒアリング

• 専門的な学位は必要。加えて80時間以上の講座受講と試験合格が必須。取材したロンバルディア州では120時間
の勉強と試験合格が必要。ただ建築・化学工学・土木・電気工学などの修士課程（もしくは3年間の専門学校）
を卒業した場合、80時間の講座と試験合格が免除。



エネルギー性能検査の費用・時間
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■EPBDにおいては、検査費用について、手頃な費用とし、低所得世帯には補助しなければならないとしている
概ね100€〜300€が相場

フランス：100〜150€、（＊DDT＝技術診断書類の一部としての検査が一般的。DDTは500€前後）
検査時間不明 （パリでのヒアリングでは2時間程度）

ドイツ： 300€〜。光熱費型、自分で検査・入力する場合は69€〜（ベルリンでの現地ヒアリングより）

設計仕様＋現場検査で約1時間

イギリス：75〜130£（ 2LDKマンション想定）

検査時間は40〜60分＋入力で30分（ロンドンでの現地ヒアリングより）

イタリア：100〜200€、
検査時間は30分〜1時間（政府系のリポートより）
＊ロンバルディア州の現地ヒアリングでは、図面有り500€、図面無し1000€。時間は、1〜2日間

と州による差分が大きそう
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店頭広告での表示（フランス、イギリスの例）

フランス

カラーチャートと消費エネルギー量を表示
「表示の大きさ、デザイン」も定められている
Ｆ・Ｇは「エネルギーが筒抜け」等の表示も見られた
（パリ、ナントの現地調査より）

イギリス

EPC D など「ランク記号」の表示が主流
（ロンドン郊外の現地調査より）

広告でのEPC表示が義務付けられているため、表示は見られるが、国によって「目立ち度」は異なる
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インターネット広告での表示（イギリスの例）

EPCアイコン

EPCアイコンをクリック
すると拡大表示される。
現状と改修後ポテンシャ
ルのスコア（A〜Gと1〜
100）が表示される。

EPCランクの表示はされている。国やポータルサイトにより、ランク記号のみ、カラーチャート表示、EPCアイコ
ンのクリック拡大等、表示方法はさまざま。またランクによる物件絞り込み機能を持つサイトもある



省エネ改修促進のための補助金・経費控除・減税制度

フランス：補助金は原則なし。ただし低所得者向けはある。経費控除は認め、付加価値税を改修分は5.5％免除する

ドイツ： 省エネ改修の工事対する補助金。概ね工事費の20％程度の補助率

・断熱補強や窓の交換等の断熱改修 15%

・ヒートポンプの設置 25-30% (交換の場合は+10%)

・太陽光を用いた暖房の設置 25% (交換の場合は+10%)

・2024年から、再生エネルギーを用いた暖房機器を設置する場合は30%。2024年中に設置の場合はさらに25%の
スピードボーナスが加算、年間課税所得が40,000€までの世帯には、されに30%のボーナスが支給。

・所得税の減税は、省エネ改修工事費用の20%、最大40,000€の所得金額からの控除が可能

イギリス： 補助金は原則なし。Green Deal という工事代金を光熱費の削減分で返済する仕組みがある

イタリア： 補助金はなし。大型の減税制度がある。

・省エネランクを2ランク向上でリフォーム費用の65％を10年間で減税・還付される

・2020〜21年は、COVID対策で、リフォーム費用の110％を4年間で還付する制度とされた。
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省エネ性能の悪い住宅の取引の制限
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■EPBDの三次改正（2024年）では「性能の低い住宅の取引（売買・賃貸）の禁止」を検討していたが、
合意に至らなかった。追加の規制については、2028年までに検討するとされた。

フランス：
・2021年からエネルギー性能が低い住宅の賃料の値上げが禁止
・2022年8月24日から、Ｆ・Ｇランクの住宅の賃料を値上げが禁止（通常は年1回の値上げが規定）
・2023年1月から 450kWh/m2以上エネルギー消費する低エネルギー性能住宅の賃貸を禁止。
2025年からＧランク全ての住宅の賃貸を禁止、2028年にFランクまで拡大、2034年にEランクまで拡大

・2023年4月からＦ・Ｇランクは、売却前に「エネルギー監査」が義務付けられ、年を追って対象ランク拡大
2025年からEランク、2034年からDランクが義務づけられる

ドイツ ： 取引の制限はない

イギリス：
・2018年4月1日からEPCランクがFとG物件は新規賃貸・更新できなくなった。
2020年4月1日から、新規賃貸・更新がなくても、すべてのFとG物件の賃貸が違法になった。
2030年までにDとEランクの賃貸禁止を目指している（2025年を目指していたが延期となった）

イタリア：（現地ヒアリングのみ）

・Gランクは賃料値上げが禁止
・賃貸の禁止という制限はない



日本の既存住宅の省エネ表示制度検討に向けた話題提供
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24年4月開始の「省エネ性能ラベル」のポータルサイトでの表示位置
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① 新築・既存ともに「省エネ性能ラベル」というカテゴリに表示される ※ポータルサイトごと、領域ごとに例外あり

➁ カテゴリ内のラベルの画像枚数は１枚で設計している

上記はSUUMOの新築一戸建て、中古一戸建て、中古マンションでの表記イメージ



既存住宅の省エネ性能ラベルのデザイン ※C、Dのデザインは話者の素案です
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窓

給湯器

再エネ

●●●○
●○○○
●●○○

既存住宅版

① 新築同様のラベルA.Bだけでは既存評価は一部の物件に限られるので、別のラベルを検討する必要がある

② 複数種類のラベルが表示された際に、異なる指標で省エネ性能の高低を判断できるかは課題

例）Cの表示とDの表示が混在表示した場合に消費者はどう認識するか？

③ 新築同様のラベルA.Bと、一部推計が入るラベルCは誤認を避けるため、一部デザイン変更をするかどうか？

C.公庫融資履歴等から断熱性能を推計、
目視で１次エネを推計した物件など

A.新築時のラベルを既存で再利用
B.新築同様の計算で算出した既存物件

D.断熱性能の推計が困難な物件で
窓や給湯器の改修、再エネ設置した物件

既存住宅版

エネルギー
消費性能

（簡易評価）

断熱性能
（簡易評価）

●●○○

目安光熱費



前頁A,B,Cのエネルギー消費性能／断熱性能／目安光熱費の見せ方・評価区分をどうするか？

C-1 新築同様の評価法 →「★なし（基準未達）」「断熱等級1,2,3」等が多く悪く見える

C-2 既存用に別の区分で評価 → 既存専用の評価区分を設定 ※詳細次ページ

C-3 BEIの数値＋新築基準比 →新築より悪くは見えるが、C－1よりはマシか…

※ただしラベルデザイン変更した際に、消費者が正しく読み取りできるかの観点もある

BEI: 1.5（新築基準+50%超過）●●●○○★なし（基準未達）

C-1 新築同様の評価法
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既存住宅版 既存住宅版 既存住宅版

エネルギー
消費性能

（簡易評価）

断熱性能
（簡易評価）

エネルギー
消費性能

（簡易評価）

断熱性能
（簡易評価）

エネルギー
消費性能

（簡易評価）

断熱性能
（簡易評価）

既存住宅の省エネ性能ラベルのデザイン ※下記のデザインは話者の素案です

目安光熱費目安光熱費 目安光熱費

C-3 BEIの数値＋新築基準比C-2 既存用に別評価法



既存住宅の省エネ性能ラベルのデザイン ※ 下記のランク表示は話者の案です

C-2 「既存用に別の区分で評価」の場合、基準をどうするか

一例：2030年までは、BEI1.0（＝省エネ基準達成）を最高ランクとする

2030年のZEH水準への引き上げ後は、BEI0.8を最高ランクとする

※前頁のように、新築時のラベル「A,B」と、「C」で基準が異なることによる誤認リスクを避けるために

★★☆ではなく、●●〇などの別記号にしたり、ラベルの背景色を変えるなどの工夫が必要

●●○○○○ BEI: 1.2 ~ 1.5

●○○○○○ BEI: 1.5 ~ 2.0

○○○○○○ BEI: 2.0以上

●●●○○○ BEI: 1.0 ~ 1.2

●●●●○○ BEI: 0.9 ~ 1.0

●●●●●○ BEI: 0.8 ~ 0.9

●●●●●● BEI: 0.8未満

●●○○ BEI: 1.2 ~ 1.5

●○○○ BEI: 1.5 ~ 2.0

○○○○ BEI: 2.0以上

●●●○ BEI: 1.0 ~ 1.2

●●●● BEI: 1.0未満

■2024年〜2029年の評価ランク（案）

■2030年〜の評価ランク（案）
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省エネ性能項目の物件概要の表示
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項目名称 １住戸の場合 複数住戸の場合 未入力の場合

エネルギー消費性能 ★★★★★★（削減率50％達成）
★★★★（削減率30％達成）〜
★★★★★★（削減率50％達成）

─

断熱性能 ６段階／７段階中 ６〜７段階／７段階中
─

目安光熱費 約15.7万円/年 約15.7〜24.5万円/年
─

■新築の省エネ性能の概要表示（大手ポータルサイトの例、現在開発中）

① 現時点では新築・既存は「共通の概要項目」（賃貸は新築／既存混合、中古売買は新築時評価の再掲載があるため）

② 新築と既存の概要表示は「同一基準」のほうが消費者は比較しやすい

③ 既存は、新築基準に合わせるとエネルギー消費性能の多くが「★なし（基準未達）」となり表示意欲が薄れる

↓

既存専用の表示ルールを策定するか？※ただし、同じ項目内で消費者が理解できるかの観点がある

案A） ●●●（新築基準＋50％超過） → ★とは異なる記号と（新築基準比）の組み合わせ

案B） 既存評価★★★★（新築基準＋50％超過）→ 新築とは異なる意味で、頭に「既存評価」と入れる



省エネ性能の高さを示す特徴を「特徴項目フラグ」化（中古マンション、中古戸建）

18

① 既存（中古）売買は「性能」に関わる特徴項目フラグは既に持っている

➁ 太陽光発電システム、省エネ給湯器、は既にあるが、高断熱窓、省エネ基準適合、ZEH水準等の項目はない

出典：SUUMOの中古一戸建ての特徴項目フラグ



省エネ性能の高さを示す特徴を「特徴項目フラグ」化（賃貸）
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① 賃貸は「省エネ性能」関連の特徴項目フラグはない。太陽光発電、省エネ給湯器、高断熱窓、の項目はない

➁ 特徴項目フラグの新規追加は、時間・開発コストが相当かかるため、各社の合意難易度が高い
※大手各社、ＡＳＰ会社も開発が必要

③ 物件の特徴ＰＲコメントに記載する案もある ※ただし文字量制限あり。広告主の意向との兼ね合い課題有

出典：SUUMOの賃貸の特徴項目フラグ



仲介・販売会社ヒアリングによる、既存住宅の省エネ性能表示の状況や意識

既存は、仲介会社が起点となることが多いため、売買の仲介・販売会社の複数社に、ヒアリングを行った。

•
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質問 回答

省エネ性能の高い既存物件の
販売経験は？

ほぼない。一部の会社では実施。例）不動産SHOPナカジツ（全店舗）：2023年5月〜2024年1月
で高断熱パック5件、内窓改修90件

売却者・購入者の
省エネに対する関心は？

売却者の関心はほぼない。購入者の関心も薄いが一部ある（若い方、ペット飼う方）

省エネ性能の高い物件を
流通しやすくするためには

・省エネリフォーム物件が金銭的に得かを明示化するのが一番早いと思われる。
①削減される光熱費をローン返済額に換算して、毎月トータル支払額で提示する
例）光熱費が8000円／月削減 →毎月返済8000円分を金利1％35年のローン借入額に直すと
283万円。つまり物件価格が283万円高くても、毎月の支払いトータルは一緒。
②住宅ローン控除で、後で戻ってくるお金が大きいことを提示する
例）個人間売買の既存住宅のローン控除額は2000万×0.7％×10年＝140万が上限だが

省エネ基準の再販物件（子育て世帯）は4000万×0.7％×13年＝364万円 差額は227万円
★全国でみると4000万円以上の物件は少ない。また省エネ基準適合までいかない改修の配慮もあると嬉しい

売却者・購入者に提案すること
はありうるか？

・売却者に先行リフォームの提案は困難。その分高く売れる蓋然性が高くないから
・購入者に購入同時リフォームの提案も困難、ただ住宅ローン控除での優遇、補助金等の

メリットが出せれば一定の可能性はある

省エネ表示制度普及のために、
広告表示や、契約時の説明を
どう位置付けるべきか？

・業務フローが増える、現場は知識不足のため、必須とされることは望まない
・他方で任意とすると、表示しない可能性も高いので、表示促進したいなら必須化するべき
・ただし必須化するなら事前予告をし、準備期間を相応に置くのがよいのではないか？
・本質的には、売主／買主が「省エネ性能を求める状態」を作る必要がある

20
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①省エネ性能表示・評価の主体者は誰か定める必要があるのではないか？
A.売主・貸主・サブリース会社 B.仲介事業者

➁広告表示のルール策定には以下の観点を踏まえて検討すべきではないか？
A.現状のポータルサイトの表示実態（画像表示、特徴項目フラグ、物件特徴コメント）や開発難易度の考慮
B.24年4月からの新築の省エネ表示制度の表示との整合
C.表示により省エネ改修が進むかの観点
D.仲介会社が表示や説明に前向きになれるかの観点

③仲介会社が、表示や説明に前向きになる施策の検討が必要ではないか？
A.表示や評価書、解説資料等によって物件が売りやすく、貸しやすくなるか？

・売買では 省エネ改修物件の金銭的メリット訴求（ローン控除、光熱費削減額）等の訴求
・賃貸では 省エネ改修物件の月々の光熱費が安くなる等の訴求

B.表示や説明を義務化するかを早めに議論開始し、事前予告してはどうか？

④（本検討会の範疇を一部超えるが）中長期のロードマップを議論して策定すべきではないか？
A.今回の議論対象外となる、多くの既存物件の、表示ルールをどう定めていくかの観点
B.省エネ性能の広告表示、提示、契約書添付の「努力義務化、義務化」の観点
C.欧州を参考に、改修が促進されるための規制や検討の観点（低性能物件の賃貸禁止、改修ショップ等）
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